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　市では、例年６月から７月にかけて、75 歳
以上の人を対象に民生委員・児童委員の訪問
などにより、｢ 要援護高齢者調査 ｣ を行ってい
ましたが、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、本年度の実施は延期します。
問い合わせ＝いきいき高齢者支援課 ( 559-
5070 FAX 563-7776 )

｢ 要援護高齢者調査 ｣ の実施
を延期します

　高齢者に関する介護や福祉、生活の困
りごとについては、
お住まいの地域包括
支援センターまたは
高齢者支援センター
へご相談ください。

■ 三田・三輪南地区
　三田市地域包括支援センター
　( 559-5941 FAX 559-5707 )

■ フラワータウン地区 
　フラワー地域包括支援センター
　( 553-3600 FAX 553-3601 )

■ ウッディ・カルチャータウン地区
　ウッディ地域包括支援センター
　( 553-1077 FAX 553-7023 )

■ 藍地区
　藍高齢者支援センター
　( 568-3900 FAX 568-0810 )

■ 三輪北・小野・高平地区
　三輪北・小野・高平高齢者支援センター
　( 560-3080 FAX 560-3071 )

■ 広野・本庄地区
　広野・本庄高齢者支援センター
　( 567-6666 FAX 567-5561 )

募
 集

返礼品を通じて特産品や

商品などを全国に PR ！

ふるさと納税 ( 返礼品 )
取扱事業者 　現在交付されている福祉医療費助成制度

( 高齢期移行、障害者、乳幼児等・こども、母
子家庭等 ) における受給者証の有効期限は、
６月 30 日です。
　７月以降にお使いいただく受給者証は、引
き続き受給資格のある人に対して、６月下旬
に郵送します ( 改めての申請は不要 )。また、
｢ 所得要件を満たさない ｣ などの理由により
受給資格のない人には、受給資格の却下通知
を送付します。

【 乳幼児等・こども医療費助成の制度改正 】
　従前からお知らせしているとおり、７月か
ら乳幼児等・こども医療費助成制度の改正で、
年収がおよそ 800 万円を超える世帯の小・中
学生が通院する際の負担額を、一日 400 円か
ら 800 円に改定します。詳細は受給者証送付
時に同送するパンフレットでお知らせします。

【 その他留意事項 】
■ 母子家庭等医療費助成制度では、現況届の
提出がない場合、新年度の受給者証を送付
できません。

■ 転入者や所得判定対象者が市外にいる
場合は、｢ 所得証明書 ｣ の提出が必要です。
( 該当者へは、別途提出依頼文書を５月下
旬に送付しています )。

問い合わせ＝国保医療課給付係
( 559-5049 FAX 559-2636 )

福祉医療費受給者証の更新
( ７月 1 日から新受給者証 )
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募集人員＝ 20 人程度
受験資格＝昭和 50 年４月２日以降に出生し
た以下のいずれかに該当する人
①助産師または看護師の免許を有する人
②令和３年国家試験で同免許取得見込みの人
提出書類＝①受験申込書 ( 希望者に郵送、市
民病院ホームページからダウンロード可 ) 
②受験票 ③成績証明書１部 ( 卒業見込者の
み ) ④看護師免許証の写し ( 免許取得者 ) 
試験科目＝①適性検査 ②個別面接
採用時期＝ 3 年４月１日付 
※免許取得者は 2 年度中の採用が可能
申し込み・問い合わせ＝上記提
出書類を郵送または窓口で、
〒 669-1321 け や き 台 3-1-1 
市民病院事務局総務課 ( 565-
8605 FAX 565-8011 )

2・3 年度採用 市民病院職員
( 助産師・看護師 )

採用試験日 受付期間

7 月 4 日 ( 土 ) 6 月 30 日 ( 火 ) まで

市 民 病 院
ホームページ

 元のシルバー人材センターに入会して
お仕事や仲間作りを始めませんか！
お仕事を探している方は、一度お電話ください。
お待ちしています。

問合せ先： 公社)三田市シルバー人材センター
三田市あかしあ台5-32-2 ☎079-564-7501

シルバー会員募集中です！！無料の講習会に参加して、
仕事に就こう！

受講生募集！！

 活支援講習会
講習期間：６月22日 月)～６月24日 水)

場 所：三田市商工会館 研修室３
定 員：１０人
応募資格：60歳以上で、 元のシルバー人材センターへ入会希望の方

 公社)兵庫県シルバー人材センター協会
問合せ先 : ☎078-954-8807

主 催： 共 催：三田市
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　市では、｢ ふるさと納税 ｣ に対する感謝の
気持ちをお伝えするため、市外に住む人へ三
田市ならではの地域の品を ｢ 返礼品 ｣ として
お贈りしています。
　このたび、新型コロナウイルス感染症の
影響を受けている事業者支援の一環として、
返礼品取扱事業者を募集します。
取扱事業者のメリット＝
（１) 新型コロナウイルス感染症の影響によ

る営業自粛などにより、店舗販売が縮小し
た中、新たな販路拡大につながります。 

（２) ふるさと納税ポータルサイト ( ふるさと
チョイス・楽天ふるさと納税 ) で事業者名
や商品を全国に PR できます。 

（３) 返礼品発送時に、自社商品などのパン
フレットを同封していただくことで、自社
商品の販売促進、PR が図れます。 

申し込み・問い合わせ＝６月 30
日までに、 まちのブランド観光
課 ( 559-5012 FAX 559-5024 
e メ ー ル machibrand@city.
sanda.lg.jp ) 
※募集期間経過後も随時受付を行います。

主な募集要件＝
■ 市内に事業所がある
■ 市内で生産・収穫された農産物
■ 市内で飼育された畜産物 ( 牛肉は別途
基準あり )

■ 返礼品の原材料に市内の産品を使用し
ている

■ 返礼品を市内で加工している
■ 市の PR につながる商品やサービス
■ インターネットを利用し、返礼品の管
理・配送手続きが行える
※詳細は、下記までお問い合わせいただ
くか、市ホームページをご覧ください。
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